
行 政 制 度 調 整 表 

１５ 

専門部会 ３ 住民生活部会 分  類 ３ 老人保健事業 中条町担当 健康開発課 元気応援係 担当者名  

分 科 会 ８ 保健衛生 調整項目 ９ 子宮がん検診（施設） 
 

黒川村担当 住民課 保健衛生係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

名称 子宮頚がん検診 子宮頚がん施設検診 

対象者 25 歳以上の女性（16 年度より） 25 歳以上の女性 

内容 委託医療機関での施設検診 委託医療機関での施設検診 

個人負担額 2,300 円 
69 歳以下…1,500 円 
70 歳以上…無料 

時期 5～10 月 7～8 月 

委託医療機関 中条町内、新発田市内、荒川町内の医療機関 中条町内、新発田市内、荒川町内の医療機関 

現行のとおりとする。 
合併後、３年以内に統一する。 

 

財政への影響額                単位：千円 

 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
その他 

 
受診者数（人） 

 １３年度 １４年度 １５年度 

３０～６９歳 ５１５ ６３３ ７０６ 

７０歳以上 ５１ ７７ ７６ 

計 ５６６ ７１０ ７８２ 

   

 
受診者数（人） 
 13 年度 14 年度 15 年度 

25～69 歳 34 45 57 

70 歳以上 3 2 3 

計 37 47 60 

平成 13～14 年度の対象者は 30 歳以上。 
 

中条町 3,896 3,896 0 
黒川村 426 426 0 
計 4,322 4,322 0 関係法令等 

がん予防重点健康教育およびがん検診実施のための指針 
中条町健康診査負担金徴収規則 

がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針 
黒川村健康診査負担金徴収規則 
 備考 平成１５年度当初予算ベース 


